
神戸市民の意見提出手続に関する条例

（平成16年３月31日条例第57号）

　（目的）

第１条　この条例は，意見提出手続及びこれに関連する事項について

　必要な事項を定めることにより，政策案等を形成する過程において

　市民への説明を行うとともに，その過程の公正の確保及び透明性の

　向上を図り，もって市民の知恵をまちづくりに生かすことを目的と

　する。

　（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各

　号に定めるところによる。

 (1)　意見提出手続　次条から第６条までの規定に基づく手続をいう。

 (2)　実施機関　市長，公営企業管理者，消防長，教育委員会，選挙

　　管理委員会，人事委員会，監査委員，農業委員会及び固定資産評

　　価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人（地方独立行政

　　法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立

　　行政法人をいう。以下同じ。）をいう。

 (3)　市民　次に掲げるものをいう。

　　ア　市の区域内に住所を有する者

　　イ　市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

　　ウ　市の区域内の学校に在学する者

　　エ　市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他

　　　の団体

 (4)　政策案等　次に掲げるものをいう。

　　ア　基本構想の案並びに市の基本的な政策を定め，又は個別の行

　　　政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計

　　　画及びその重要な改定

　　イ　次に掲げる条例の規定の制定，廃止又は重要な改正に係る案

　　　(ｱ)　市の基本的な政策を定め，又は個別の行政分野における施

　　　　策の基本方針その他基本的な事項に係る規定

　　　(ｲ)　広く市民に義務を課し，又はその権利を制限する規定（市

　　　　税，分担金，使用料，加入金，手数料その他これらに類する

　　　　もの及び利用料金に関するものを除く。）

　　ウ　市又は市が設立した地方独立行政法人が実施する建設事業のう

　　　ち規則で定める大規模のものに係る基本計画及びその重要な変更

（政策案等の概要の公表）

第３条　実施機関は，政策案等を決定しようとするときは，当該決定

　を行う前に，当該政策案等の概要を公表するものとする。

２　実施機関は，前項の規定による公表に併せて，次に掲げる資料を

　公表するよう努めるものとする。

 (1)　当該政策案等を作成した趣旨，目的又は背景

 (2)     当該政策案等に関連する資料

３　政策案等の決定が次のいずれかに該当するものであるときは，第

　１項の規定は適用しない。

 (1)　意見を聴取する手続が法令により定められているもの

 (2)　実施機関に裁量の余地がないもの

 (3)　前２号に掲げるもののほか，緊急を要するもの

４　前項第３号に該当する政策案等の決定を行ったときは，その概要

　及び緊急を要した理由を公表するものとする。

５　実施機関は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第138 条の４第

　３項に規定する執行機関の附属機関が第３条から第６条までの規定

　に準じた手続を経て作成した報告，答申等に基づき政策案等の決定

　を行おうとするときは，第１項の規定を適用しないことができる。

（政策案等の概要の公表方法）

第４条　前条第１項又は第２項の規定による公表は，実施機関が指定

　する場所での閲覧若しくは配布又はインターネットを利用した閲覧の

　方法により行うものとする。

２　実施機関は，前項に規定する方法のほか，必要に応じ，市の広報

　紙への掲載その他実施機関が適当であると認める方法により，政策

　案等の概要及び前条第２項各号に掲げる資料の全部又は一部を公表

　するよう努めるものとする。

（意見提出の期間及び方法）

第５条　実施機関は，第３条第１項又は第２項の規定による公表を開

　始した日から30日以上の期間を定めて，市民から政策案等について

　の意見（以下単に「意見」という。）の提出を受けなければならな

　い。

２　意見は，次の各号のいずれかに掲げる方法により提出しなければ

　ならない。

 (1)　実施機関が指定する場所への書面の持参，送付若しくはファク

　　シミリ装置を用いた送信

 (2)     実施機関が指定する送信先への電子メールの送信

 (3)     前２号に掲げるもののほか，実施機関が適当であると認める方

　　法

３　意見を提出しようとする市民は，次に掲げる事項を明らかにしな

　ければならない。

 (1)　住所及び氏名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者

　　の氏名）

 (2)　第２条第３号イ，ウ又はエに該当するもの（同号アにも該当す

　　る者を除く。）にあっては，事務所若しくは事業所又は学校の所

　　在地及び名称

（意見の考慮）

第６条　実施機関は，意見を考慮して，政策案等の決定を行うもの

　とする。

２　実施機関は，政策案等の決定を行ったときは，提出された意見の

　概要及びこれに対する実施機関の考え方（神戸市情報公開条例（平

　成13年７月条例第29号）第10条各号に規定する情報に該当するもの

　を除く。）を公表しなければならない。

３　前項の規定による公表の方法については，第４条の規定を準用す

　る。

（実施状況の公表）

第７条　実施機関は，意見提出手続の実施状況を市長に報告するもの

　とする。

２　市長は，前項の規定による報告を取りまとめて，速やかに公表す

　るものとする。

（出資法人の手続）

第８条　市が資本金，基本金その他これらに準ずるものを出資してい

　る法人で規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）が，第２

　条第４号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業に係る基本計

　画又はその重要な変更を決定する場合は，この条例の趣旨にのっと

　り，必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２　実施機関は，出資法人に対し，前項に規定する措置を講ずるため

　に必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

（施行細目の委任）

第９条　この条例の施行に関し必要な事項は，実施機関が定める。

附　則

この条例は，平成16年 10月１日から施行する。

附　則（平成18年９月20日条例第14号）抄

（施行期日）

第1条　この条例は，規則で定める日から施行する。ただし，附則第３

　条及び第４条の規定は，平成18年 10 月１日から施行する。

（市民の意見提出手続に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第４条　附則第１条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前

　の神戸市民の意見提出手続に関する条例第５条第１項の規定により定

　めた期間については，同日後も，なお従前の例による。

附　則（平成19年３月30日条例第68号）

この条例は，公立大学法人神戸市外国語大学の成立の日から施行する。



神戸市民の意見提出手続に関する条例施行規則

（平成16年９月１日規則第19号）

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市民の意見提出手続に関する条例（平成16

　年３月条例第57号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

　項を定めるものとする。

　（大規模の建設事業）

第２条　条例第２条第４号ウに規定する規則で定める大規模の建設事

　業は，事業費の予定額が100億円（施設の整備を行う事業にあっては，

　30億円）以上の建設事業とする。

　（出資法人）

第３条　条例第８条第１項に規定する規則で定める法人は，市が資本金，

　基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人

　とする。

附　則

この規則は，平成16年 10月１日から施行する。




